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今後の情報開示・発信基盤整備の道筋について

内閣府経済社会システム

情報開示・発信基盤に関するワーキング・グループ
の検討状況都道府県説明会資料をもとに作成



平成23年度 平成24年度 平成25年度～

支援事業における
情報開示の促進

内閣府ＮＰＯ
ポータルサイトの

整備スケジュール
（案）

ＮＰＯポータルサイトを
最短で拡充する場合
のタイムスケジュール

平成24年度
予算要求

システム開発 運用開始

（電子提出化の推進）

基本情報フォーマット

今後の情報開示・発信基盤整備の道筋について

内閣府ＮＰＯポータルサイト

新ポータルサイト
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・将来的には、内閣府が都道府県と協力し、閲覧情報を一元的に公開できるよう、
ＮＰＯポータルサイトを改善する。
⇒「１．将来的な内閣府NPOポータルサイトのイメージ」（２ページ）

・当面は、内閣府と都道府県が標準開示フォーマットを活用し、NPO等の情報を
集約する。
⇒「２．新しい公共支援事業による情報開示の推進」（３、４ページ）

概要

支援事業における情報開示から得られた
知見等を踏まえ、基本情報フォーマットを定め、
新ポータルサイトへ反映

内閣府新しい公共支援事業ウェブページ

運
用
開
始

整備スケジュールのイメージ （法案が採択され、最短で整備する場合）

※都道府県が標準開示フォーマットに
基づいて用意する団体情報とリンク

支援事業を通じたNPO等の
ITリテラシーの向上



１．将来的な内閣府ＮＰＯポータルサイトのイメージ
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・都道府県が受理した事業報告書等と基本情報フォーマットに基づいてNPO法人が自主入力する
情報について、内閣府ＮＰＯポータルサイトに一元的に集約できる仕組みを構築する。

・都道府県が独自データベースを設けた場合でも、NPO法人が同じ内容を２重で入力することが
ないように内閣府と都道府県の連携を図る。

都道府県
データベース

・独自の「追加情報」
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

内閣府ＮＰＯポータルサイト

※NPOが入力する「基本情報」「追加情報」については、
①「基本情報」を内閣府NPOポータルサイトに、「追加情報」を都道府県データベースに入力してもらい、「基本情
報」については、都道府県も利用できるようにする方法
②都道府県データベースから「基本情報」を内閣府NPOポータルサイトに自動反映できる仕組みを構築すること
で、都道府県データベースにワンストップで入力できるようにする方法
の２つの方法があり、どちらにするかは、新しいポータルサイト構築の際に検討する必要がある。

・「基本情報」

・「事業報告書等」のPDFデータ

・「基本情報」の入力

・「事業報告書等」の電子提出
（受理するのは都道府県）

・都道府県独自の「追加情報」の入力
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内閣府（経済社会システム）

④都道府県フォーマットに沿った団体情
報を 都道府県ウェブサイト等で開示

⑤支援事業採択等の団体名と団体
情報ウェブページのＵＲＬを連絡

②標準開示フォーマットに準じて
都道府県フォーマットを提示

①標準開示フォーマットを提示

③支援事業採択については、３ヶ月以内に団体情報を開示
支援事業採択以外についても、できれば団体情報を開示
（開示の方法は、ＮＰＯ等ウェブサイト（できれば） + 都道府県ウェブサイト + その他）
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２．新しい公共支援事業による情報開示の推進

２－１． 情報開示の推進方法
支援事業採択を受けたNPO等に対し、標準開示フォーマットに準じ、都道府県が作成したフォーマット
に沿った団体情報を求める。

Ｎ Ｐ Ｏ 等

都 道 府 県



当該団体のページ
にリンク

新しい公共支援事業
支援対象団体の情報開示ページ

〔都道府県〕
XXX県
XXX府
XXX道

〔各種法人DB〕
公益法人Information
NPOポータルサイト

〔民間DB〕
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

新しい公共支援事業
支援対象団体の情報開示ページ

XXX県
・XX法人XXXXXX
・ XX法人XXXXXX
・ XX法人XXXXXX

・
・
・

・
・
・

都道府県にお願いしたいこと

○全国一体的な情報開示を推進していくため、支援事業において情報開示された団体の
団体名とリンク先URLについて、内閣府へ定期的に連絡していただく必要がある。

各民間データベースにリンク

各種法人データベースにリンク
・
・
・

２－２ 内閣府による対応
支援事業の間、内閣府は、開示された情報へリンクできるページを内閣府サイト内に用意する予定。
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内閣府 新しい公共支援事業ウェブページ

入力

リンク

委託

既にある民間のデータベースに
委託するケース

民間
データベース

ＮＰＯ等

都道府県

フォーマット
提出

リンク

都道府県のサイトにＰＤＦ
でアップロードするケース

都道府県
ウェブページ

ＰＤＦで
アップロード

ＮＰＯ等

都道府県

入力

リンク

都道府県データベースを
改修するケース

都道府県
データベース

ＮＰＯ等

改修

都道府県
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２－３ 都道府県による対応
支援対象団体が情報開示するための手段として、以下の３つのケースが考えられる。
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（参考）「新しい公共支援事業の実施に関するガイドライン」抜粋

10 情報開示のための基盤整備について
都道府県は、「新しい公共」推進会議（以下、「推進会議」と言う。）での検討結果を踏まえたＮＰＯ等の情
報基盤の整備の推進のため、以下のことを行うものとする。なお、推進会議では、ＮＰＯ等の情報開示を促
進していくための情報基盤のあり方に関し検討され、標準開示フォーマットが取りまとめられる予定。

10-1 団体情報の開示の義務付け
都道府県は、支援対象者、モデル事業（6-4の(5)及び(6)の事業）の実施主体及び都道府県から事業を委
託された団体・組織に対し、採択後3ヶ月以内に、標準開示フォーマットを用いた団体情報を開示するよう
義務付けることとする。なお、開示の手段については、当該ＮＰＯ等のウェブサイトや都道府県のＮＰＯポ
ータルサイトのみならず、利便性が高く、全国共通のデータベースへの掲載も義務付けること。

10-2 団体情報の開示の普及推進
都道府県は、10-1に該当するＮＰＯ等のみならず、都道府県の他の事業において助成等を行うＮＰＯ等に
対し、標準開示フォーマットでの情報開示を求めたり、都道府県内の他の助成団体に対し、標準開示フォ
ーマットの活用を推奨したりするなど、標準開示フォーマットによるＮＰＯ等の情報開示を推進するよう努力
すること。

10-3 財務報告の普及推進
都道府県は、支援事業で採択したＮＰＯ法人に対し、会計基準の導入推奨を含め、一般的に理解しやす
い財務報告の普及を推進すること。

10-4 開示状況の確認
都道府県は、支援対象者に対して、11-1の成果の取りまとめと合わせて、情報開示や会計基準の導入状
況について確認する。


